
名古屋市広告掲載要綱（第4条） 

 

（広告の範囲） 

第4 条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載を行わない。 

 

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの 

 

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの 

 

(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの 

 

(4) 政治性のあるもの 

 

(5) 宗教性のあるもの 

 

(6) 社会問題についての主義主張 

 

(7) 個人又は法人の名刺広告 

 

(8) 景観又は風致を害するおそれがあるもの 

 

(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの 

 

(10) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載を行う広告として不適当であると 

認められるもの 

 


